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◎ 医用電気機器の使用上（安全及び危険防止）の注意事項 

 1. 熟練した者以外は機器を使用しないこと。 

 2. 機器を設置するときには、次の事項に注意すること。 

  (1) 水のかからない場所に設置すること。 

  (2) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などによ

り、悪影響の生ずるおそれがない場所に設置すること。 

  (3) 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など、安定状態に注意すること。 

  (4) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に設置しないこと。 

  (5) 電源の周波数と電圧及び許容電流値（又は消費電力）に注意すること。 

  (6) 医用コンセントを使用すること。 

 3. 機器を使用する前には次の事項に注意すること。 

  (1) スイッチの接触状況などの点検を行い、機器が正常作動することを確認すること。 

  (2) すべてのコードの接続が正確でかつ、安全であることを確認すること。 

  (3) 併用する機器との影響がないかあらかじめ確認すること。 

 4. 機器の使用中は次の事項に注意すること。 

  (1) 機器全般及び患者に異常のないことを絶えず監視すること。 

  (2) 機器及び患者に異常が発見された場合には、患者に安全な状態で機器の作動を止めるな

ど適切な処置を講ずること。 

 5. 機器の使用後は次の事項に注意すること。 

  (1) 定められた手順に従い、電源を切ること。 

  (2) コード類の取り外しの際はコードを持って引き抜くなど無理な力をかけないこと。 

  (3) 保管場所については次の事項に注意すること。 

   ① 水のかからない場所に保管すること。 

   ② 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪

影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。 

   ③ 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意すること。 

   ④ 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。 

  (4) 附属品、コードなどは清浄にしたのち、整理してまとめておくこと。 

  (5) 機器は次回の使用に支障がないように必ず清浄しておくこと。 

 6. 故障したときは勝手にいじらず適切な表示を行い、修理は当社に依頼すること。 

 7. 機器は改造しないこと。 

 8. 保守点検 

  (1) 機器および部品はかならず定期点検を行うこと。 

   (2) しばらく使用しなかった機器を再使用するときには、使用前に必ず機器が正常にかつ安

全に作動することを確認すること。 

 そのほか、本書に従い取り扱うこと。 
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 【警告】 

◎ 患者の任意の体位を確保するために手術台アクセサリで支持するときは、常に患者の状態を監

視すること。長時間の体位保持は神経麻痺の原因となる場合がある。 

◎ 電撃の危険を回避するために、保護接地を備えた電源（商用）だけに接続すること。 
 
 【禁忌・禁止】 

◎ 当社の手術台以外では使用しないこと。 

  手術台のサイドレールの寸法が異なるため固定できない場合がある。 

◎ 電源コードセットの上に重量物を置いたり、他の機器のキャスター等で乗り越えたりしないこ

と。電源コードセットが破損して火災や感電事故を引き起こすおそれがある。 

◎ フットスイッチのコードを無理に引っ張ったり、強い衝撃を与えたりしないこと。 

  フットスイッチが破損すると作動できなくなる。 

◎ 顔面受けに 10 kg を超える荷重をかけないこと。 

   顔面受けが破損するおそれがある。 

◎ 固定ツマミ類が緩んだ状態で使用しないこと。 

   ヘッドレストの可動部分が動いて患者に傷害を与えるおそれがある。 

◎ 専用のマットレス（別売）を用いずに、本品を使用しないこと。 

  褥瘡が発生するおそれがある。 

◎ 附属の電源コードセット（本品専用）以外の電源コードセットは使用しないこと。 

   機器破損や火災等のおそれがある。 

◎ 水などの液体をかけたり、こぼしたりしないこと。 

  機器が破損するおそれがある。 

◎ 架台に足をかけたり、乗っかったりしないこと。 

  転倒する危険性がある。 

◎ 連続作動させないこと。 

  連続作動機器ではないため、発熱等の危険性がある。 
 
 【使用上の注意】 

◎ 手術台を作動するときは、他の手術台アクセサリやテーブルトップとの接触・干渉に注意する

こと。 

◎ 分離式手術台での使用は分離時にストレッチャーレール受けに接触しない位置まで移動させ

ること。接触するとテーブルトップの分離ができず手術台アクセサリが破損する場合がある。 

◎ 顔面受け固定ツマミを必要以上に締めつけないこと。顔面受けが固定されれば、それ以上きつ

く締めることは不要である。顔面受けの固定は油圧式のため、軽い力でも十分固定できます。 

◎ 電源プラグの近傍に、ME 機器などを置かないこと。電撃の切り離し手段の妨げになります。 

◎ 使用する前に、使用する機器の動作確認を行うこと。また、本品の電源を ON にして、意図し

ない昇降作動が起きないことを確認すること。 

◎ ご使用の際にはフットスイッチを手術室の床面に置いて、周りには物を置かないこと。 

◎ 本品を移動する場合は、必ず電源を OFF にすること。 

◎ 顔面受けの作動時やハンドレストの調整時、指の挟まりに注意すること。 

◎ 架台と床との隙間に足を入れないこと。 
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※ 掲載の仕様は、改良のため予告無く変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上

げます。 

※ 掲載の写真およびイラストはすべてイメージによるもので、実際と異なる場合があります。 
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1. 使用目的、動作原理 
  A. 使用目的 
  手術台に附属するアクセサリで、患者の頭部を支持するための器具です。主にマイクロサー

ジェリー手術に用います。 
 B. 動作原理 
  オートヘッドレスト本体にモータが内蔵されています。このモータは、フットスイッチから

の信号によって回転します。モータの回転により、ネジ状のモータ軸が移動して、モータ軸

先端のリンクに動力が伝動します。リンクは顔面受けを支えるアームと接続しているので、

リンクの移動によってアームが移動します。よって顔面受けが昇降作動します。 
 
2. 構成 
 A. 本体 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  B. 架台 
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 C. 名称一覧 
番号 名称 備考 
① 電源スイッチ 電源の入／切を行います。 
② 視布架 手術時に視布を掛ける時に使用します。 
③ 顔面受け 患者の顔面を支持します。 
④ ハンドレスト 術者の腕を支持します。 

⑤ 
ハンドレスト（上下） 
固定ツマミ 1 

ハンドレストの高さを調整、固定します。 

⑥ 
ハンドレスト（上下） 
固定ツマミ 2 

ハンドレストの高さを調整、固定します。 

⑦ 顔面受け固定ツマミ 顔面受けの位置を調節、固定します。 

⑧ 
ハンドレスト（前後） 
固定ツマミ 

ハンドレストの前後位置を調整、固定します。 

⑨ 手術台固定金具 本体を手術台のサイドレールに固定します。 
⑩ 手術台装着棒 本体を手術台の差込孔に差し込みます。 
⑪ フットスイッチ 顔面受けの昇降を行います。 
⑫ フットスイッチコード フットスイッチと一体型です。 
⑬ 電源コードセット 医用プラグの AC 電源コードセットです。本品専用です。 
⑭ 振止めネジ 本体を手術台に固定し、ネジにて振れを防ぎます｡ 
⑮ ロックナット 振止めネジをロックします。 

⑯ ヒューズフォルダ 
フォルダは 2 つ。 
電子機器用ガラス管ヒューズを 1 つ内蔵します。 
（ヒューズ：1 A、125 V、φ6.4×30 mm、PSE） 

⑰ 架台支柱 本体を差し込んで支持します。 
⑱ 高低ストッパー 本体を手術台から外すときに位置をガイドします。 
⑲ スプリング 本体の架台挿入時に衝撃を吸収します。 
⑳ バスケット フットスイッチ等の構成部品を収納します。 
○21  キャスター 架台を移動するための車輪です。 
○22  ブレーキ 架台を固定します。 

 
 
 ※ マットレス（別売） 

商品コード 商品名 
08-076-05 オートヘッドレストⅡ用マットレス 70 mm 厚 
08-076-06 オートヘッドレストⅡ用マットレス 110 mm 厚 
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 D. 警告ラベル、装着部 
  一般的な警告標識や装着部等を下図の位置に表示しています。 
  指や足先の挟まり、手術台との固定等、注意してください。 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ハンドレスト 
の部分 

ハンドレスト位置の 
調整部の移動部 

顔面受けの上昇／下降部 
（顔面受け側） 

顔面受けの上昇／下降部 
（ベーク板側） 

本体と架台の隙間 

固定部分（両側面） 

架台 

ハンドレスト位置 
の調整部の移動部 

B 形装着部 

B 形装着部 
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3. 操作方法 
 A. 電源の入れ方、切り方 
  1) 電源コードセットのコネクタを顔面受けのコネクタへ接続し、カップリングナットを回し

て固定します。電源コードセットのプラグ側を医用コンセントへ差し込みます。 
  2) オートヘッドレストの電源スイッチを ON（緑色点灯）にします。 
  3) 電源スイッチをさらに軽く押すと、電源 OFF となります。 
 B. フットスイッチ 
  1) フットスイッチのプラグを、本体に接続します。 
  2) 顔面受けを上昇させたい場合は、フットスイッチの上昇側を踏みます。 
  3) 顔面受けを下降させたい場合は、フットスイッチの下降側を踏みます。 
  ※ 上昇、下降ともに、リミットスイッチが作動するまで、上昇、下降が可能です。 
 C. 手術台への取り付け 
  1) 手術台の顔面受け固定ハンドルをオートヘッドレストの手術台装着棒が挿入できるよう

に緩めます。 
  2) 手術台の昇降スイッチを操作して、オートヘッドレストの手術台装着棒を挿入可能な高さ

に設定します。 
  3) オートヘッドレストの手術台装着棒を手術台に挿入します。挿入後、手術台の昇降スイッ

チを操作して約 60 cm 上昇させます。オートヘッドレストが架台から分離します。 
  4) 振止めネジを手術台のサイドレールに押し付けて、ロックナットを回して固定します。固

定後、手術台の固定ハンドルを回してオートヘッドレストを固定します。 
  5) 架台を手術台から抜きます。 
 D. 手術台からの取り外し 
  1) 手術台の昇降スイッチを操作して、架台の高低ストッパーが挿入可能な高さに設定します。 
  2) オートヘッドレストを取付け可能な位置に架台を移動します。移動後、手術台の昇降スイ

ッチを操作して、架台支柱に挿入するまで下降させます。 
  3) 挿入後、ロックナット及び振止めネジを緩めます。 
  4) 手術台の固定ハンドルを緩めて、オートヘッドレストを手術台から取り外します。 
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4. 保守点検 
 この章では保守点検について記しています。本器を常に良好な状態でご使用いただくため必ず

お読みください。 
 
※ 保守点検および修理の定義 
 保守点検：清掃、校正、消耗部品などを交換することです。 
 修理  ：故障、破損、劣化などの箇所を本来の状態、機能に復帰させることです。 
 
 A．保証について 
  1) 保証期間は納品/設置日から一年間です。保証期間内に注意事項等情報・取扱説明書・貼付

ラベル等の注意書に従ったご使用で故障した場合には無償修理いたします。 
  2) 修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店または弊社営業所にお申しつけくださ

い。お申しつけに当たっては以下の内容をご連絡ください。 
   ① 型名 
   ② 製造番号（製品のラベルをご確認ください） 
   ③ 故障の状態 
  3) 保証期間内でも次の場合には原則として有料となります。 
   ① 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。 
   ② お買い上げ後の設置場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。 
   ③ 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害，塩害、ガス害（硫化ガスなど）、

異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷。 
   ④ 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。 
   ⑤ 消耗製品が自然劣化し消耗部品を取り替える場合。 
   ⑥ 前各号に揚げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。 
  4) 保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社営業所に

お問合せください。 
  5) 本規定は日本国内においてのみ有効です。 
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 B. 日常のお手入れ 
  1) 洗浄・消毒 
 【注意】 

◎ ベンジンやシンナーなどは使用しないでください。 

◎ ご使用になる消毒液の取扱説明書をお読みいただき、金属などに影響をおよぼす可能性がない

か確認してください。 
 
   ・本体および附属品の汚れは、消毒用アルコールを清潔な布やガーゼに湿らせ、清掃して

ください。ベンジン・シンナーなどは変色や腐食の原因となりますので使用しないでく

ださい。 
   ・ご使用になる消毒液の取扱説明書をお読みいただき、金属などに影響をおよぼす可能性

がないか確認し、影響がある場合は使用しないでください。 
 
    2) ヒューズ交換 
 【警告】 

◎ 電源スイッチを OFF（緑色点灯を消灯状態）にし、電源コードセットのプラグをコンセントか

ら抜いてから作業を行うこと。 
 
   ・交換用の電子機器用ガラス管ヒューズ（下記参照）を用意します。 
    寸法：φ6.4×30 mm、定格電圧：125 V、定格電流：1 A、そのほかの仕様：B 種、PSE 
   ・ヒューズフォルダを、工具（プラスドライバー等）を使用して取り外します。 

     

 
   ・新しいヒューズに差し替えます。 

   
 
   ・工具（プラスドライバー等）を使用して取り付けます。 
    少し押しながら、まわして取り付けます。 
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 C. 日常点検 
 【注意】 

◎ 使用する前後に必ず日常点検を行ってください。 

◎ 異常の発見などで修理をご依頼いただくときは、不具合箇所・状況などを明示してください。 

◎ 修理をご依頼いただくときは、附属品一式も添付してください。 
 
 主に外観上の不具合や作動チェックを中心に行います。点検結果は日常点検記録表に記入し、

保管してください。異常や消耗品の劣化などが見つかったときは、消耗品の交換および修理が

必要です。点検・修理をご依頼いただくときは、不具合箇所・状況を明示の上、日常点検記録

表のコピーを添付してください。 
 
   1) 本体 
   ・外観検査 
    本体に著しいキズがないか、ネジの緩みや外れがないかなどの損傷・汚れを目視で検査

します。 
   ・作動・機能検査 
    ヒューズが切れていないか、電源スイッチ、モータが正常に作動するかなどを、電源を

投入して検査します。 
  ※ 日常点検記録表はコピーしてご利用ください。 
  ※ ヒューズが切れている場合は、内部回路の損傷が考えられます。交換してもすぐに切れる場

合は、点検・修理が必要です。 
    2) 附属品 
   ・外観検査 
     電源コードセットやフットスイッチコードにひびや割れがないかなどの劣化・損傷・汚

れを目視で検査します。 
   ・電気的導通試験 
     回路計（テスタ）などを使用して、電源コードセットの断線の有無を調べます。 
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必要に応じて本ページをコピーしてお使いください。 
日常点検記録表 

医療機関名  点検年月日  
設置場所  点検者  
管理者  製造番号 No. 
購入年月日  管理番号 No. 
 
▼外観検査 

点検箇所 使用可 修理 交換 備考 
塗装の剥がれやキズ     
ネジの緩みや外れ     
電源スイッチ     
電源コードセットのキ

ズ、汚れ 
    

フットスイッチのキズ、

汚れ 
    

     
 
▼作動検査 

点検箇所 使用可 修理 交換 備考 
電源スイッチ     
フットスイッチ     
     
 
▼電気的導通試験 

点検箇所 使用可 修理 交換 備考 
電源コードセット     
     
 
コメント 
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  D. 定期点検 
 【警告】 

◎ 点検方法を誤ると故障や人身事故につながる恐れがあります。 

◎ ケースやカバーを外して行った点検などにより発生した故障・事故などの責任は負いません。 

◎ 長期間使用しなかった場合は、必ず定期点検を行ってください。 
 
 【注意】 

◎ 1 年に 1回程度の周期で定期点検を行ってください。 

◎ 故障などで修理をご依頼いただくときは、不具合箇所・状況などを明示してください。 

◎ 修理および定期点検をご依頼いただくときは、附属品一式も添付してください。 
 
 特別な測定器などを使用して高度な作業を行います。主に次の項目の点検を行います。 
  1) ヒューズの点検 
    2) 電源入力の測定 
  3) 低周波漏れ電流の測定 
  4) 耐電圧試験 
  5) アース導通試験 
 E. お客様へのお願い 
  1) 医療機器の消毒・滅菌について 

保守点検・修理を依頼する前および後に、医療機器の消毒の処置をお願いします。保守点

検・修理に関わる人と患者への感染防止のためにご協力ください。 
    ※ 本体および附属品は消毒用アルコールを清潔な布などに湿らせてから、実施してください。

洗浄や滅菌には対応していません。 
    2) 医療廃棄物処理について 

感染性物質が付着した医療廃棄物は、廃棄物処理法上「感染性廃棄物」といい、「特別管理

廃棄物」に区分されます。「感染性廃棄物」を廃棄する場合は、適切に処分してください。 
    3) 本体および附属品の廃棄について 

本体および附属品を廃棄する場合は、地域行政の指示に従い、不法投棄を行わないようお

願いいたします。 
    4) 修理について 
   機器はその性質上、長期間のご使用・保管の間に徐々に性能が低下します。この間に検査

などでは発見しにくいレベルでの劣化が進むため、特定出来た故障箇所を修理しても短期

間の間に別の箇所で故障が発生する可能性があります。このような場合、内部の全面的な

交換を行う必要があります。その場合、修理費用が高額となり、お買い替えをしていただ

く方が良い場合があります。修理には万全を期しておりますが、ご了承の程よろしくお願

いいたします。 
    5) 修理・定期点検のご依頼にあたって 
   故障や不具合の原因が附属品に起因する場合があります。故障箇所が特定出来ている場合

を除き、可能な限り本体および附属品一式を揃えた状態で修理をご依頼いただきますよう

お願いいたします。 



13 
MES-CK08-076-15 

 F. 故障かな？と思ったら 
症状 原因 対策 

電源が入らない。 

電源コードセットがインレッ

ト（電源コネクタ）に接続され

ていない。 

電源コードセットを本体のインレット

（電源コネクタ）に接続してください。 

電源コードセット（電源プラ

グ）が医用コンセントに接続さ

れていない。 

電源コードセット（電源プラグ）を医用

コンセントに接続してください。 

電源のヒューズが切れている。 

ヒューズフォルダ内のヒューズ（125 V、

1 A）を交換してください。 
交換してもすぐに切れる場合は、修理依

頼をしてください。 

使用中動作しなく

なった。 

電源コードセットが外れてい

る。 
電源コードセットを本体および医用コン

セントと適切に接続してください。 
フットスイッチが接続されて

いない。 
フットスイッチを本体と適切に接続して

ください。 

電源のヒューズが切れている。 

ヒューズフォルダ内のヒューズ（125 V、

1 A）を交換してください。 
交換してもすぐに切れる場合は、修理依

頼をしてください。 
 
上記に記載した対処で不具合が改善されない場合、もしくは上記以外の不具合の場合には、本器

の使用を中止するなど適切な措置を講じて、修理を依頼してください。 
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5. 仕様 
 A. 仕様 
販売名 オートヘッドレスト IIα 
商品コード 08-076-15 
商品名 オートヘッドレスト IIα本体のみ（架台付） 
類別 機械器具 1  手術台及び治療台 
医療機器のクラス分類 一般医療機器 
一般的名称 手術台アクセサリー 
JMDN コード 70469000 
製造販売届出番号 13B1X00306N10293 

周囲温度 
使用時：10 ℃ - 40 ℃ 保管時、輸送時：0 ℃ - 50 ℃ 
ただし、氷結・結露のないこと 

相対湿度 
使用時：30 % - 75 % 保管時、輸送時：10 % - 80 % 
ただし、氷結・結露のないこと 

気圧 使用時、保管時、輸送時：700 hPa - 1060 hPa 
定格電圧、定格周波数 AC 100 V、50 Hz - 60 Hz 
電源入力 30 VA 
駆動電圧 DC 24 V 
デューティサイクル 3 min ON, 7 min OFF 
電撃に対する保護 クラス I 
装着部 B 形装着部 （顔面受け、ベーク板） 
フットスイッチ 上昇／下降 

顔面受け作動範囲 
リンク機構傾斜角度（作動範囲、フットスイッチで作動） 
最高位：21.5 度（100.8 mm） 
最低位：21.5 度（100.8 mm） 

ハンドレスト反転 270 °（手動） 
ハンドレスト前後調整量 最大 100 mm（手動） 
ハンドレスト高さ調整量 最大 160 mm（手動） 
顔面受け耐荷重 10 kg 
質量 本体：約 15 kg、架台：約 16 kg 
対応手術台  
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 B. 電磁両立性（EMC） 
   本書に従い、機器を設置し、使用すること。 

  【警告】 

 ◎ 当社の附属品（本品含む）や推奨品を使用すること。それ以外の製品を使用すると、エミッ

ションが増大し、またはイミュニティが低下することがあります。 

 ◎ 電気手術器のような高電圧大電力の高周波を発生する装置と併用する場合は、その装置の注

意事項等情報や取扱説明書を参照し、電磁的干渉などによる誤作動や破損等が発生しないこ

とを確認すること。 

 ◎ 他の機器と近接または積み重ねて使用しないこと。電磁干渉により、正常に動作しない場合

があります。万が一、近接して使用する場合は、必ず事前に電磁干渉の影響を確認の上使用

すること。 

 ◎ 携帯形および移動形の RF通信機器は使用しないこと。機器に影響を与えることがあります。 

 

 

    1) 電磁エミッション   
ガイダンスおよび製造業者による宣言‐電磁エミッション 

本品は、次に指定した電磁環境内での使用を意図している。本品の顧客または使用者は、このよ

うな環境内でそれを用いていることを確認することが望ましい。 

エミッション試験 適合性 電磁環境‐ガイダンス 

RF エミッション 

CISPR 11 
グループ 1 

本品は、内部機能のためだけに RF エネルギーを用いてい

る。したがって、その RFエミッションは非常に低く、近傍

の電子機器に対して何らかの干渉を生じさせる可能性は少

ない。 

RF エミッション 

CISPR 11 
クラス A 

本品は、住宅環境を除く全ての施設での使用に適している。

次の警告に留意することを条件として、住宅環境および住

宅環境の建物に供給する商用の低電圧配電系に直接接続し

て用いてよい。 

警告： 

 この機器またはシステムは医療専門家だけが使用するこ

とを意図しています。この機器またはシステムは、無線

障害を引き起こすか、または近くの機器の動作を乱す可

能性があります。その場合、本品の向きを変えるか、ま

たは設置場所を変えるか、もしくはその場所をシールド

するような軽減措置が必要になります。 
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   2) 電磁イミュニティ 
ガイダンスおよび製造業者による宣言‐電磁イミュニティ 

本品は、次に指定した電磁環境内での使用を意図している。本品の顧客または使用者は、

このような環境内でそれを用いていることを確認することが望ましい。 

イミュニティ 

試験 

JIS T 0601-1 

試験レベル 
適合性レベル 電磁環境‐ガイダンス 

静電気放電 

JIS C 61000-4-2 

±6 kV 接触 

±8 kV 気中 

±6 kV 接触 

±8 kV 気中 

床は木材、コンクリー

トまたはセラミックタ

イルであることが望ま

しい。 

床が合成材料で覆われ

ている場合、相対湿度

は、少なくとも 30 %で

あることが望ましい。 

電気的ファスト

トランジェント

／バースト 

JIS C 61000-4-4 

±2 kV 電源ライン ±2 kV 電源ライン 

電源の品質は、病院環

境と同じであることが

望ましい。 

サージ 

JIS C 61000-4-5 

±1 kV  

 ライン‐ライン間 

±2 kV 

 ライン‐接地間 

±1 kV  

 ライン‐ライン間 

±2 kV 

 ライン‐接地間 

電源の品質は、病院環

境と同じであることが

望ましい。 

電源入力ライン

における電圧デ

ィップ、短時間停

電および電圧変

化 

JIS C 61000-4-11 

< 5 % UT 

(>95 % UTのディップ) 

0.5 サイクル間 

< 5 % UT 

(>95 % UTのディップ) 

0.5 サイクル間 
電源の品質は、病院環

境と同じであることが

望ましい。本品の使用

者が、電源の停電中に

も連続した稼働を要求

する場合には、本品を

無停電電源から電力供

給することを推奨す

る。 

40 % UT 

(60 % UTのディップ） 

5 サイクル間 

40 % UT 

(60 % UTのディップ) 

5 サイクル間 

70 % UT 

(30 % UTのディップ） 

25 サイクル間 

70 % UT 

(30 % UTのディップ) 

25 サイクル間 

< 5 % UT 

(>95 % UTのディップ） 

5 秒間 

< 5 % UT 

(>95 % UTのディップ) 

5 秒間 

電源周波数 

（50/60 Hz） 

磁界 

JIS C 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m 

電源周波数磁界は、病

院環境における一般的

な場所と同レベルの特

性をもつことが望まし

い。 

注記 UTは、試験レベルを加える前の交流電源電圧である。 
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    3) 電磁イミュニティ‐非生命維持機器 
ガイダンスおよび製造業者による宣言‐電磁イミュニティ 

本品は、次に指定した電磁環境内での使用を意図している。本品の顧客または使用者は、このよ

うな環境内でそれを用いることを確認することが望ましい。 

イミュニティ 

試験 

JIS T 0601-1 

試験レベル 

適合性 

レベル 
電磁環境‐ガイダンス 

伝導 RF 

JIS C 61000-4-6 

3 V rms 

150 kHz-80 MHz 
3 V 

携帯形および移動形 RF 通信機器は、ケーブル

を含む本品のいかなる部分に対しても、送信機

の周波数に該当する方程式から計算した推奨

分離距離より近づけて使用しないことが望ま

しい。 

推奨分離距離 

  Pd úû
ù

êë
é=

3
5.3  

 

放射 RF 

JIS C 61000-4-3 

3 V/m 

80 MHz-2.5 GHz 

3 V/m 
  Pd úû

ù
êë
é=

3
5.3  80 MHz-800 MHz 

  Pd úû
ù

êë
é=
3
7

 800 MHz-2.5 GHz 

ここで Pは、送信機製造業者によるワット（W）

で表した送信機の最大定格出力電力であり、d

はメートル（m）で表した推奨分離距離である。 

電磁界の現地調査 a によって決定する固定 RF

送信機からの電界強度は、各周波数範囲 bにお

ける適合レベルよりも低いことが望ましい。 

次の記号を表示している機器の近傍では干渉

が生じるかもしれない。 

   

注記 1 80 MHz および 800 MHz においては、高い周波数範囲を適用する。 

注記 2 これらの指針は、すべての状況に対して適用するものではない。 

  建築物、物、人からの吸収および反射は電磁波の伝搬に影響する。 

a 例えば無線（携帯／コードレス）電話および陸上移動形無線の基地局、アマチュア無線、AM・

FM ラジオ放送および TV放送のような固定送信機からの電界強度を、正確に理論的に予測をす

ることはできない。固定 RF 送信機による電磁環境を見積もるためには、電磁界の現地調査を

考慮することが望ましい。本品を使用する場所において測定した電界強度が上記の適用する

RF 適合性レベルを超える場合は、本品が正常動作するかを検証するために監視することが望

ましい。異常動作を確認した場合には、本品の再配置または再設置のような追加対策が必要と

なるかもしれない。 

b 周波数範囲 150 kHz-80 MHz を通して、電界強度は 3 V/m 未満であることが望ましい。 
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    4) 推奨分離距離‐非生命維持機器 
携帯形および移動形 RF通信機器と本品との間の推奨分離距離 

本品は、放射 RF妨害を管理している電磁環境内での使用を意図している。本品の顧客または使用

者は、通信機器の最大出力に基づく次に推奨している携帯形および移動形 RF 通信機器（送信機）

と本品との間の最小距離を維持することで、電磁障害を抑制するのに役立つ。 

送信機の 

最大定格出力電力 

(W) 

送信機の周波数に基づく分離距離 

(m) 

150 kHz-80 MHz 

Pd úû
ù

êë
é=

3
5.3  

80 MHz-800 MHz 

Pd úû
ù

êë
é=

3
5.3  

800 MHz-2.5 GHz 

Pd úû
ù

êë
é=
3
7  

   0.01 0.12 0.12 0.24 

  0.1 0.37 0.37 0.74 

1 1.20 1.20 2.40 

        10          3.7         3.7         7.4 

       100        12        12        24 

上記にリストしていない最大定格出力電力の送信機に関しては、メートル（m）で表した推奨分離

距離 d は、送信機の周波数に対応する方程式を用いて決定できる。ここで、P は送信機製造業者

によるワット（W）で表した、送信機の最大定格出力電力である。 

注記 1 80 MHz と 800 MHz においては、分離距離は、高い周波数範囲を適用する。 

注記 2 これらの指針は、すべての状況に対して適用するものではない。建築物、物、人からの 

 吸収および反射は、電磁波の伝搬に影響する。 

 

 
 C. 図記号 
  

図記号 意味 図記号 意味 

 

一般的な警告標識 

（手や足などの挟み込み、

手術台との固定に注意）  
B 形装着部 

 

製造業者 
 

非電離放射線 

 

足を掛けることの禁止   
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 【本社】 

  〒113-0033 東京都文京区本郷 3-30-13 

  https://www.mizuho.co.jp 

 

  国内営業本部 

   TEL 03-3815-3097 FAX 03-3815-1280 

 

 【営業拠点】 

  北海道センター 

   札幌市北区北 7 条西 2-6  37 山京ビル 2F 

   TEL 011-716-4731 FAX 011-716-4803 

  東北センター 

   仙台市青葉区本町 1-11-2  SK 仙台ビル 2F 

   TEL 022-227-1688 FAX 022-227-1698 

  新潟センター 

   新潟市中央区上大川前通七番町 1230-7  ストークビル鏡橋 6F 

   TEL 025-229-5458 FAX 025-222-4684 

  北関東センター 

   東京都文京区本郷 3-30-13 

   TEL 03-3815-3193 FAX 03-3815-1280 

  東海センター 

   名古屋市千種区内山 3-17-4  スズシン第 2 ビル 3F 

   TEL 052-732-7130 FAX 052-732-7131 

  関西センター 

   大阪市西区靭本町 1-10-24  三共本町ビル 7F 

   TEL 06-6444-3840 FAX 06-6444-3860 

  中国センター 

   広島市中区三川町 7-7  三川町パーキングビル 13F 

   TEL 082-241-8826 FAX 082-241-8836 

  九州センター 

   福岡市博多区博多駅東 3-1-1  ZENNO 筑紫通ビル 5F 

   TEL 092-431-5022 FAX 092-474-4483 

 

 【関東圏（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）】 

  ミズホアーバン株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷 3-29-3 

   TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880 

 

【アフターサービスカスタマーセンター】 

 〒285-0808 千葉県佐倉市太田 2173-13 

  訪問修理受付 TEL 043-481-3367  FAX 043-481-3374 

預り修理受付 TEL 043-481-3368  FAX 043-481-3375 
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